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園芸緑化相談
環境･緑化推進係／8階
☎（3228）5516　FAX（3228）5673
内容 中野区造園緑化業協会員による相談
対象 区内在住の方
日時 9月4日･18日、いずれも木曜日、午前9時30分
～午後4時30分（正午～午後1時を除く）
会場 区役所1階　☆当日直接会場へ

「もの忘れ相談会」
在宅療養推進係／3階
☎（3228）5785　FAX（3228）5620
　自身や家族の認知症、若年性認知症、物忘れなど
について、専門相談員に相談できます。
日時 8月15日（金）午前10時～午後3時30分
会場 区役所1階　☆当日直接会場へ

すまいのリフォーム相談
住宅政策係／9階　
☎（3228）5564　FAX（3228）5668
内容 区内の小規模建設事業者団体による相談
日時 8月･9月の毎週金曜日、午前10時～午後4時

（正午～午後1時を除く）　
会場 区役所1階　☆当日直接会場へ

9月の登記･境界相談
区民相談係／4階　
☎（3228）8802　FAX（3228）5456
内容 司法書士･土地家屋調査士による不動産の登記手続
きや土地の境界に関する相談。必ず事前予約を
対象 区内在住の方
日時 9月9日（火）午後1時～4時　☆一人当たり25分以内
会場 区役所4階専門相談室
申込 9月2日午前9時から電話で、区民相談係へ。先着6人　
☆毎月第2火曜日に実施。詳しくは、区 をご覧ください

スマホ教室
スマートフォン普及啓発事業コールセンター　
☎（6374）7746
　スマホをお持ちでない方は、約3か月無料で借りられます

（各回抽選で1台程度）。
対象 都内在住の60歳以上の方
申込 各開催日の1週間前までの平日午前9時～午後5時
に電話で、スマートフォン普及啓発事業コールセンターへ。
各会場抽選で10人
会場·日時　☆いずれも午後1時30分〜4時30分

パソコン･スマホ教室（9月開講）
中野区シルバー人材センター
☎（3366）7971　FAX（3366）7998
内容 パソコン入門、ワード･エクセル、L

ラ イ ン

INE講座など全
7コース。各コース定員6人、週1回2時間、全4回～8回
会場 中野区シルバー人材センターの下記の分室
北部（〒165-0033若宮3-15-12）
南部（〒164-0012本町6-17-12）
参加費 7,500円～18,000円　
☆テキスト代別途必要
申込 往復ハガキで、受講を希望する会場の各分室へ。
8月20日必着
☆結果は8月27日までに郵送。日程などについて詳しく
は、中野区シルバー人材センター をご覧になるか、同
センターへ問い合わせを相談会もご利用を

日時 9月10日（水）午前9時〜午後4時（正午〜午後1時
を除く）
会場 区役所1階　☆当日直接会場へ。先着24人。スマ
ホ持参

スマホ･パソコン操作にお困りの方へ

会場 日程　☆全4回
区役所6階会議室 9月4日〜25日の毎週木曜日
区民活動
センター

鷺宮 9月5日〜26日の毎週金曜日
上高田 9月6日〜27日の毎週土曜日
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相 談 会 のご 利 用 を

　区民のみなさんの知る権利を保障する制度で、「中野区
区政情報の公開に関する条例」により運営しています。
　職員が職務の上で作成、または入手した情報で、文書等
の記録媒体により保管しているものは、どなたでも情報公
開請求できます。
　昨年度の情報公開請求の件数は523件で、内容は 表1
のとおりです。

　個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、区民のみなさんの権利利益を保護するための制度です。
　「個人情報の保護に関する法律」に基づき、区の事務で1,000人以上の個人情報を取り扱う場合は、個人情報ファイ
ル簿を作成及び公表しています。また、「中野区個人情報の保護に関する法律施行条例」に基づき、1,000人未満の個人
情報を取り扱う場合は、条例個人情報ファイル簿を作成及び公表しています。昨年度末の作成数は、表2 のとおりです。
　なお、昨年度の保有個人情報開示請求は299件でした。その内訳は、全部開示239件、部分開示39件、不開示21件

（全て該当する文書が存在しなかったもの）です。訂正等の請求は6件でした。

　また、区が保有する個人情報は、利用目的以外の目的で、区内部で利用すること及び区以外の外部機関等に提供す
ることを原則禁止しています。ただし、法令に基づく場合や本人の同意がある場合などについては、例外として利用目的
以外の目的での利用及び提供ができることとしています。昨年度の利用は122件、提供は132件でした。

公正性の確保のために
　区は、情報公開請求や保有
個人情報開示請求等に対する
区の決定について審査請求が
あった場合の審査機関として、
情報公開･個人情報保護審査
会を設置しています。

情報公開制度と
個人情報保護制度の
運営状況をお知らせします
文書･情報公開係／6階　☎（3228）8893 　FAX（3228）5647

情報公開制度

令和

6
年度

表2  個人情報ファイル簿及び条例個人情報ファイル簿の作成状況	   （単位：件）

実施機関

個人情報ファイル簿 条例個人情報ファイル簿

令和6年度
当初の作成数
（A）

令和6年度内の作成数 令和6年度末
の作成数
（A+B-C）

令和6年度
当初の作成数
（あ）

令和6年度内の作成数 令和6年度末
の作成数
（あ+い-う）新規（B） 廃止（C） 新規（い） 廃止（う）

区長 189 18 4 203 341 41 14 368

教育委員会 13 4 0 17 18 3 0 21

選挙管理委員会 1 0 0 1 0 0 0 0

監査委員 0 0 0 0 0 0 0 0

計 203 22 4 221 359 44 14 389

個人情報保護制度

4

表1  情報公開の決定状況（523件） 	 （単位：件）

全部公開（個人情報などの公開すべきでない
情報が一切含まれない請求） 424

一部公開（情報の一部を公開できない請求） 57

非公開（情報の全部を公開できない請求。全
て該当する文書が存在しなかったもの） 42
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